
令和５年度千葉県食品衛生監視指導計画の概要について 

 

１ 趣 旨 

食品衛生法第２４条第１項の規定により、県は毎年度、翌年度に行う監視指導の

実施に関する計画（千葉県食品衛生監視指導計画）を、県内の食品等事業者の施設の

設置の状況、食品衛生上の危害の発生状況、その他県内の実情を勘案して定めること

とされています。 

   県においては、令和４年度千葉県食品衛生監視指導計画の遂行状況等を踏まえる 

とともに、「千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例」の基本方針に配慮し、

令和５年度千葉県食品衛生監視指導計画（以下「計画」という。）を策定しました。 

 

２ 計画に必要な事項（食品衛生法第２４条第２項） 

（１）重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 

（２）食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 

（３）監視指導の実施に当たっての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力 

   の確保に関する事項 

（４）その他監視指導の実施のために必要な事項 

 

３ 対象地域、対象者等及び実施期間 

（１）対象地域 

千葉市、船橋市及び柏市を除く県内地域 

（２）対象者等 

ア 食品衛生法に基づく営業施設及び食品等事業者 

イ と畜場法に基づくと畜場及び従事者 

ウ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく食鳥処理場及び 

従事者 

エ ふぐの取扱い等に関する条例に基づくふぐ営業認証施設及びふぐ処理師 

オ 食品表示法に基づく食品関連事業者等 

カ 消費者（食品等の安全性の確保に関する施策へ意見を表明する等の役割） 

（３）実施期間 

令和５年４月１日から翌年３月３１日まで 



４ 主要項目の概要 

（１）共通監視指導事項 

    食品関連法令等に基づく施設等の構造の基準及び食品等の規格基準の遵守状況

の確認並びにＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等に係る監視指導を実施する。 

（２）重点監視指導事項 

   以下の事項について、重点的に監視指導を行う。 

   ア 食中毒の発生予防 

イ 食品等の適正な表示 

ウ 食品の生産から消費に至る各段階における重点的な事項を対象とした効率的 

な監視指導 

エ 集団給食施設に対する指導の推進 

オ 広域流通食品等事業者に対する指導の推進 

カ 異物混入防止対策の徹底 

キ 指定成分等含有食品の製造・加工施設に対する指導の推進 

ク 回収食品等及び廃棄食品等の処理に係る指導の徹底 

ケ 改正食品衛生法の経過措置に係る事項 

コ 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理の徹底 

（３）監視指導の実施体制 

    食品に関連する監視指導に当たっては、監視指導や検査を行う機関がそれぞれ 

   の役割分担を明確にするとともに、国や他の都道府県及び関係部署等とも緊密な       

連携体制を確保する。 

また、試験検査機関の体制の整備についても随時見直しを行う。 

（４）施設への立入検査に関する事項 

    原則として全ての食品等事業者はＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施している

ことから、施設の衛生管理状況等の監視指導に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

の実施状況を確認する。 

監視指導を４つに分類し、分類ごとの監視指導の重要度等を踏まえて、本県に

おける監視指導の頻度を定める。 

（５）食品の収去検査等 

    各検査実施機関において、食品衛生法に基づく規格基準検査を実施し、違反 

   食品の排除に努めるとともに、食中毒発生防止のための検査を実施し指導を行う。 

    また、食品表示法に基づき、食品の不適正表示を摘発指導する。 

（６）夏期及び年末等における監視指導の強化 

    食中毒等の健康危害の発生しやすい夏期及び食品の流通が多くなる年末に   

おいて対象業種（施設）を定めて監視指導を行い、食品による健康被害を未然に  

防止するよう努める。 



（７）県民等への情報提供及び意見交換 

    計画策定時の原案、年度終了後の実績及び夏期・年末の実施結果等について 

   公表するとともに、県民等から意見聴取を行う機会を設ける。 

（８）食中毒等健康危害発生時の対応 

    食中毒が発生した場合には、「千葉県健康危機管理基本指針」及び「千葉県 

   食中毒疫学調査要領」等に基づき、迅速かつ適切に原因究明を行い危害の拡大 

   防止に努めるとともに、広域的な食中毒が発生した場合には、広域連携協議会等に 

おいて情報を共有し、関係機関と連携して対策を講じる。 

（９）食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 

 食品衛生管理の主体は、食品等事業者自らが担っており、原材料等の安全の確認 

から製品の流通に至るまで、食品等事業者自らが実施する衛生管理が必要不可欠で

あるため、一層の強化を図るとともに、法令に規定される食品等事業者の責務を 

遵守するよう積極的に推進する。 

また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を適切に実施できるよう必要な情報提供を実

施する。 

（10）人材の育成及び資質の向上 

 最新かつ高度な知見が要求される監視指導及び食品検査を行う職員の研修、 

並びに食品等事業者への講習会等の充実を図る。 

 

５ 令和４年度計画との主な変更点 

（１）集団給食施設に対する指導に係る監視指導事項 

    食中毒が発生した場合、高齢者、若齢者又は抵抗力の弱い方に食事を提供する 

施設にあっては、症状が重症化することがあり、大規模調理施設にあっては、事件

が大規模化することがあるため、以下の事項について重点的に監視指導を行うこと

とする。 

   ア 野菜及び果物等で加熱せずに提供する食品の殺菌状況の確認 

   イ 加熱調理食品の適切な加熱状況の確認 

   ウ 調理済み食品の温度管理状況の確認 

   エ 調理従事者の衛生管理状況の確認 

 （２）指定成分等含有食品の製造・加工施設に係る監視指導事項 

     食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は

物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを

含む食品（以下「指定成分等含有食品」という。）を取り扱う営業者に対して、   

製造・加工の規格基準の遵守及びその取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に 

被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合の県への届出に  

ついて指導を行うこととする。 


